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＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

１ 空港・港湾等の物流拠点と生産拠点を結ぶ広域道路ネットワークの

整備推進について 
（財務省、国土交通省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①広域道路ネットワークの整備推進について 

【内容】 

(1) 西知多道路は、国際拠点空港である中部国際空港と高速自動車国道を直
結し、リニア中央新幹線の名古屋駅とも繋がる重要な道路であり、国が責
任を持つべき道路である。リニア中央新幹線の開業と中部国際空港の代替
滑走路の供用が予定されている中、国の権限代行区間の整備を推進し、県
事業中区間の整備加速に必要となる予算を確保すること。また、調査中区
間の事業化に向け、関係機関の相互協力のもと着実に調査の進捗が図られ
るよう支援すること。 

(2) 名豊道路は、完成自動車の国際ハブ港である三河港と輸送機械等の生産
拠点を結ぶ重要な東西軸であることから、全線 4 車線化に向けて整備を加
速すること。 

(3) 名岐道路は、名古屋と岐阜との間の交流・連携を強化し、リニア・イン
パクトを広く中京圏全域に波及させる道路であることから、国において事
業化された一宮～一宮木曽川について、今年度、有料道路制度を導入し、
整備の加速化を図ること。また、名古屋駅と名古屋高速道路とのアクセス
向上等を推進するため、名古屋高速道路公社に対して必要な支援を行うこ
と。 

(4) 三遠南信自動車道は、県境を越えた広域連携の軸となって広域道路ネッ
トワークを形成することから、今年度中の一日も早い県内区間の全線開通
に向けて整備を推進するとともに、県外区間についても早期整備を図るこ
と。また、浜松湖西豊橋道路は、新東名・東名高速道路などと広域道路ネ
ットワークを形成し、三河港から高速道路へのアクセスを飛躍的に高める
重要な道路であるため、都市計画・環境アセスメントを進めるための直轄
調査を着実に推進し、早期事業化を図ること。また、早期完成に向けて、
有料道路制度の導入を図ること。 

(5) 一宮西港道路と名古屋三河道路は、高速道路ネットワークの機能向上
に資する重要な道路であるため、都市計画・環境アセスメントの手続き
が着実に進められるよう調査・支援に取り組み、早期事業化を図るこ
と。また、早期完成に向けて、有料道路制度の活用について検討・支援
を行うこと。 

(6) 新東名・新名神高速道路は、我が国の社会経済活動の根幹を担う新た
な大動脈であり、ダブルネットワーク機能の強化及び物流の効率化に資
することから、未開通区間の整備を推進するとともに、暫定 4車線区間
の 6車線化の早期実現を図ること。 

(7) 日本の大動脈である東名・名神高速道路の渋滞対策を推進するとともに、

国道３０２号など、名古屋都市圏における広域道路ネットワークの早期整

備を図ること。 
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○ 西知多道路は国による直轄権限代行（東海 JCT、長浦 IC～日長 IC(仮称)）、県による国

庫補助事業（日長 IC(仮称)～常滑 JCT(仮称)）、県と東海市による交付金事業（大田 IC(仮
称)）に加え、有料道路事業（長浦 JCT(仮称)～常滑 JCT(仮称)）を活用して事業を推進し
ている。また、リニア中央新幹線は早期開業を、中部国際空港の代替滑走路については
2027 年度供用を目標としてそれぞれ事業が進められている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 名豊道路（国道２３号）は、全線約 73 ㎞のうち唯一の未開通区間である豊川為当 IC
から蒲郡 IC 区間の 9.1 ㎞が 2025 年 3 月 8 日に暫定 2車線で開通した。しかしながら、
約 41 ㎞が暫定２車線区間となり、4 車線化に向けては、野依 IC から大崎 IC 間 4.0 ㎞が
整備中であり、残る 37 ㎞が調査中である。 

 
○ 名岐道路は、本県が国と連携して都市計画及び環境影響評価の手続きを進め、2024 年

10 月に都市計画決定し、2025 年 4 月に国の直轄事業として新規事業化された。 
 
○ 名古屋駅と名古屋高速道路とのアクセス向上等を推進するため、名古屋高速道路公社は、

（仮称）新洲崎出入口、（仮称）新黄金出入口、（仮称）栄出入口の設置と丸田町 JCT の
西渡り線及び南渡り線の追加事業に取り組んでおり、国から公社への財政支出が安定的
に確保される必要がある。 

 

○ 三遠南信自動車道は、県内唯一の未開通区間である東栄 IC から鳳来峡 IC 区間の 7.1km
が 2025 年度に開通予定である。 

 

○ 浜松湖西豊橋道路は、本県が国、静岡県、浜松市と連携して都市計画及び環境影響評価
の手続きを実施しているところであり、国が「都市計画・環境アセスメントを進めるため
の調査」を進めている。 
 

○  2022 年 3 月に国により方向性が示され、一宮西港道路は、国で路線検討を、名古屋
三河道路は、西知多道路～名豊道路を当面の優先整備区間とし、県で路線検討を実施す
ることとされた。一宮西港道路は 2025 年 3 月に第 3 回中部地方小委員会が開催され、
ルート帯やインターチェンジ検討位置を示した対応方針（案）が了承された。名古屋三
河道路は、2025年7月に愛知県都市計画審議会に環境影響評価調査専門部会を設置し、
都市計画の手続きに着手した。 
 

○ 新東名高速道路の愛知県区間は、浜松いなさ JCT～豊田東 JCT 間が暫定 4車線区間であ
り、6 車線化の早期事業化に向けて調査を加速させる必要がある。 

 

○ 東名高速道路の東名三好 IC 付近や名神高速道路の一宮 JCT 付近は、全国でも有数の渋
滞箇所であり、東名三好 IC では付加車線、一宮 JCT 付近では 6車線確保の事業促進を図
る必要がある。高規格道路を補完し、都市・地域間の交流・連携などの役割を担う国道
３０２号の全線 4 車線化、国道１５３号豊田北及び国道１５５号豊田南各バイパスの整
備とともに、国道１５３号豊田西バイパスの調査を推進する必要がある。 

（背景） 

日長 IC(仮称)～常滑 JCT(仮称) 
（青海 IC 付近） 

至 名古屋 

至 常滑 JCT（仮称） 

東海 JCT 

至 四日市 

至 名古屋 
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＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

１ 空港・港湾等の物流拠点と生産拠点を結ぶ広域道路ネットワークの

整備推進について 
（国土交通省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県の活発な生産活動を支える物流を安全かつ円滑なものとするためには、2022 年 4

月に指定された重要物流道路の事業区間の早期完成や計画区間の早期事業化や計画の具

体化を図るなど広域道路ネットワークの強化に取り組んでいく必要がある。 

〇 本県は、日本最大の海抜ゼロメートル地帯、知多半島や渥美半島の半島部及び三河地

域の中山間地域を抱えており、これらの地域において災害時の道路啓開と復旧の迅速化

を図るためには、補完路を追加指定し、整備・機能強化する必要がある。 
 

○ 南海トラフ地震により甚大な被害が想定されている本県において、高規格道路のミッ

シングリンクの解消、暫定車線区間の多車線化、代替機能を発揮する直轄国道とのダブ

ルネットワーク化などを進め、国土をつなぐ幹線道路ネットワークを構築するためには、

2025 年 6 月に策定された国土強靱化実施中期計画に基づき、継続的・安定的な取組を

進める必要がある。 
 
 

 
 

②制度拡充及び道路関係予算の確保について 

【内容】 

(1) 「重要物流道路」は、日本の成長エンジンである本県における安定的な

輸送の確保と生産性向上に重要な役割を果たすことから、重要物流道路の

整備・機能強化を推進するとともに、補助制度の拡充等による財政支援を

行うこと。また、重要物流道路から災害時拠点へのアクセスを担う「補完

路」についても、広域道路ネットワーク計画における拠点の要件拡大及び

追加指定に加え、地方が整備するために必要な財政支援の拡充を行うこと。 

(2) 「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づく、防災・減災・老朽化対策を

含む取組を切れ目なく、強力に推進するため、近年の資材価格や人件費の

高騰の影響等を予算編成過程で適切に反映し、激甚化・頻発化する気象災

害も踏まえ、計画的な事業執行が可能となるよう、当初予算を含め、必要な

予算・財源を通常予算とは別枠で確保すること。 

(3)  資材価格の高騰等に対応する中でも必要な道路整備・管理が計画的かつ

長期安定的に進められるよう、新たな財源の創設等により、国・地方を合わ

せた 2026 年度道路関係予算について、必要な予算の確保を図ること。 

 

（背景） 
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トヨタテクニカル 

○ 必要な維持管理・修繕を適切に実施するとともに、生産性を高める広域道路ネットワ

ークの強化などに必要となる財源を確保するため、新たな財源の創設により道路関係予

算の確保が必要である。 
  

（ 参 考 ）  
◇愛知県広域道路ネットワーク計画図 

 

2025.4.1 までの開通区間等を時点更新したもの 
※中部ブロック版新広域道路交通計画(2021.3)をベースとして、 

【名岐道路】  
国道２２号 混雑状況（一宮市） 

至 名古屋 至 名古屋 

【西知多道路】  
国道２４７号 混雑状況（東海市） 

至 常滑 至 岐阜 

センター下山 

247 
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＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

２ 背後産業の国際競争力を支える名古屋港・三河港・衣浦港 

の整備推進について 

（財務省、国土交通省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【内容】 

名古屋港 

・コンテナ船の大型化に対応した飛島ふ頭東側の R2 岸壁（増深（水深 15m）・

耐震化）整備等を推進すること。 

・金城ふ頭 85 号岸壁及び 77・78 号岸壁の老朽化対策を推進すること。 

・中部国際空港沖における新土砂処分場整備を推進すること。 

三河港 

・神野地区における 4 号岸壁（水深 10m）の老朽化対策を推進すること。 

・明海地区の公共岸壁（水深 7.5m）の早期事業化に向けて支援・助言す

ること。 

・臨港道路東三河臨海線の整備に向けた検討を加速すること。 

衣浦港 

・衣浦ポートアイランドの耐震強化岸壁（水深 12m）と臨港道路の早期事

業化を図ること。 

・中央ふ頭西地区 6 号岸壁(水深 12m)の老朽化対策を推進すること。 

3 港共通 

・カーボンニュートラルポートの形成について支援すること。 

・南海トラフ地震・津波や高潮等に対する総合的な防災対策を推進する

ために必要な財政支援を講じること。 

名古屋港 国際産業戦略港湾として、ものづくり産業を支える総合的な港湾 

港湾施設の老朽化対策の推進 

飛島ふ頭 

Ｒ１岸壁 
（増深（水深15m）・耐震化） 

 
Ｒ２岸壁 
（増深（水深15m）・耐震化） 

金城ふ頭 

８５号岸壁 
（老朽化対策）（水深12m）

 
 ：完成自動車拠点の 

形成箇所 

：老朽化の著しい箇所 

飛島ふ頭東側コンテナターミナルの R2 岸壁整備等推進 

 
中航路、航路・泊地 
（増深（水深14m）） 

７７・７８号岸壁 
（老朽化対策） 
（水深10.5m） 
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■日本を代表する自動車流通港湾 
に成長した三河港 

衣浦港 背後産業の物流・生産活動を支える工業港 

 

三河港 完成自動車の国際海上輸送のハブ港 

 

中部国際空港沖における 

新土砂処分場整備推進 

新土砂処分場 

【新土砂処分場整備の現地施工状況】 

中部地方整備局提供（R６年１１月撮影） 

・バイオマス発電所の立地や、背後圏製

紙工場の機能拡充等により近年木材チ

ップ等の取扱いが増加 

・大型チップ船入港時に、水深の問題に

より２か所での荷下ろしを強いられる

などの問題が顕在化 

集約・拠点化

大型船での一括大量輸送により、物流

の効率化や脱炭素化に貢献 



7 

  ＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

３ リニア中央新幹線を中心とした鉄道ネットワークの充実について 

（財務省、国土交通省） 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆リニア中央新幹線の整備推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【内容】 

(1) リニア中央新幹線の早期全線整備に向け、まずは、東京･名古屋間について、

事業を着実に進め、特に静岡工区の早期着手を図り、その上で開業時期が示さ

れるよう、引き続き国として積極的に関与すること。 

(2) 名古屋駅のスーパーターミナル化について、国際競争拠点都市整備事業等に

より、強力に支援すること。特に、ターミナル駅となる名古屋駅の乗換利便性

の向上、駅上部空間及び駅周辺の整備に関して、十分な財政措置を講じること。 

(3) ＪＲ刈谷駅改良事業における「鉄道駅総合改善事業費補助（次世代ステーシ

ョン創造事業）」に関して、ホーム拡幅工事など事業を着実に進めるため、十

分な財政措置を講じること。 

(4) 経営基盤の脆弱な地域鉄道会社への支援策の充実を図ること。更新投資・維

持修繕に加え、耐震対策に係る費用の補助について、十分な財政措置を講じる

こと。 

坂下西工区(2025.6） 提供:JR東海 

名古屋駅東側(2025.6） 

提供:JR東海 

名古屋駅地下(2025.6） 提供:JR東海 

西尾工区トンネル本坑(2025.6） 

提供:JR東海 

勝川非常口(2024.6） 

提供:JR東海 

神領非常口 
(2023.3） 提供:JR東海 
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◆ 名古屋駅のスーパーターミナル化（ わかりやすい乗換空間の形成 ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆  ＪＲ刈谷駅の駅改良事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆ 地域鉄道会社による更新投資・維持修繕及び耐震対策の計画的な実施 

 
 

 

 

朝の混雑状況 

○ 複数鉄道事業者が乗り入
れる県中央部の重要な交
通 結 節 点 と し て 、 約
79,000 人/日※が利用。 
※2023年度実績 

○ 刈谷駅周辺に日本経済を牽引するグローバル企業の本社機能が集積。 

事業内容 ホーム拡幅、ホームドア設置、エスカレーター
増設、コンコース拡張、改札増設 等 

【現況写真：東京方上空より】

【完成イメージ】 

○ ホームやコンコースが狭く、 
利用者の安全性確保と 
利便性向上が喫緊の課題。 

東京方 

大阪方 

ターミナルスクエア(ＴＳ) 

東 西 通 路 

ＴＳ１ 

ＴＳ２ 

ＴＳ３ 

ＴＳ４ 

ＴＳ５ 

ターミナルスクエア イメージ 
駅・改札 

駅・改札 駅・改札 

まち まち 

まち 大名古屋
ビルヂング 

【ターミナルスクエア２：完成イメージ】 

【ターミナルスクエア３：完成イメージ】 

○ 乗換先やまちが一目で見渡せる｢ターミナルスクエア｣を 5 箇所新規整備。 
大名古屋 
ビルヂング 

地下鉄へ 
リニア(想定)へ 名鉄・近鉄へ 

ミッドランドスクエア 
名鉄名古屋駅 
再開発計画 

ミッドランド
スクエア 

名鉄・近鉄へ 

南口駅前 

広場 

名鉄 
刈谷駅 

JR  
刈谷駅 

自由通路 

北口駅前 

広場 
駐輪場 
（平面） 

駐輪場 
（立体） 

JR 地平駅舎 

・店舗 

下り 上り 

東京方 

名古屋方 

名鉄名古屋駅 
再開発計画 

愛知環状鉄道 

橋梁修繕（剝落防止） 

○ 県内地域鉄道会社（愛知環状鉄道等）では、施設の老朽化対策が喫緊の課題であり、更新投資・維持修繕を着実に進める
ことが必要。 

○ 今後発生が予想されている南海トラフ地震等の大地震に備え、耐震対策を進めることが急務。 

岡崎―高蔵寺間 45.3キロ 

自動列車停止装置（ATS）更新 橋梁耐震対策 
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４ 中部国際空港の第二滑走路の整備を始めとする空港の機能強化について 

（財務省、国土交通省） 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

〇位置図           〇中部国際空港 航空ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中部国際空港 就航状況・旅客数 

 

 

 

 

 

 

○中部国際空港「2030年のありたい姿」 

 

  

【内容】 

(1) 『中部国際空港の将来構想』（2021年12 月）の第1段階である2027年度の

代替滑走路供用開始に向けて、必要な支援を行うこと。 

(2) 旺盛なインバウンド需要に適切に対応できるよう、空港の受入体制の確保に

必要な支援を引き続き行うこと。 

(3) 中部国際空港及び県営名古屋空港について、脱炭素化に向けた取組に対する

必要な支援を行うこと。 

(4) 原油価格の高騰及び円安によるコスト高騰により甚大な影響を受けている航

空・空港関連企業の経営基盤強化に向けて、収益性の向上に資する支援を行うこ

と。 

＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

 

 

コロナ前 

2020 年冬ダイヤ 
（1 月時点） 

現在 

2025 年夏ダイヤ 
（１０月時点） 

国際線 
就航都市 

42 都市 
482 便/週 

25 都市 
３３３便/週  

国内線 
就航都市 

19 都市 
97 便/日 

１８都市 
７０便/日 

 

◆国際線  

◆国内線  

N

岐阜県
長野県

静岡県

衣浦港

名古屋港

愛知県

三河港

三重県 23

1

1

1

23

21

名
古
屋
環
状

２
号
線

県営名古屋空港

中部国際空港

（2023～2025 年度セントレアグループ中期経営戦略（2023 年 5 月）抜粋） 
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○『中部国際空港の将来構想』に沿った滑走路の整備 

 現空港用地と新たに造成される土地を最大限活用して、2 段階の整備で滑走路の中
心線間隔を 760m 確保した２本の滑走路を配置することにより、滑走路処理容量を
現在の約 1.5 倍とすることを目指す。 

（現在の状況） 
 構想の第１段階である代替滑走路事業について、国土交通大臣による航空法に基づく
空港等の施設変更許可（2025 年２月 17 日）を受け、2025 年４月１日現地着工 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【2021 年12 月14 日 中部国際空港将来構想推進調整会議】（現在の最新の字句に一部加筆修正） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○空港脱炭素化推進計画の策定 
 中部国際空港 県営名古屋空港 

策定年月 2023 年 12 月 2024 年 3 月 
温室効果 
ガス 
削減目標 

2030 年度 46.0%削減(2013 年度比) 46.0%削減(2013 年度比) 

2050 年度 カーボンニュートラル カーボンニュートラル 

主な取組 

2030 年度 

・燃料電池自動車導入によ 
る水素活用 

・空港内の太陽光発電設備
導入 等 

・建築物の省エネルギー化 
・太陽光発電設備導入 等 

2050 年度 

・水素活用の拡大 
 （水素航空機対応等） 
・空港外の太陽光発電設備 
 導入 等 

・建築物の省エネルギー化 
 や太陽光発電設備の設置

拡大 
・新技術の導入 
 （次世代型太陽電池等）等 

 

第１段階 
第２段階 

第１段階〔暫定形〕 

 ○ 深夜早朝時間帯における航空機の運航を継続しながら現滑走路の大規模補修を速やかに実施す

るため、現空港用地内の誘導路を転用して、現滑走路と 210m の中心線間隔を確保した代替滑走

路を整備する。 

 ○ 2027 年度を目途に代替滑走路を供用開始するとともに、現滑走路の大規模補修に着手するこ

とを目指す。 

第２段階〔将来形〕 

 ○ 将来の航空需要を踏まえ、また、漁業者を始めとする関係者との十分な調整を前提として、新

たな埋立地に代替滑走路と 760m の中心線間隔を確保した新滑走路を整備する。 

○ 新滑走路の整備に合わせて現滑走路は廃止し、新滑走路と代替滑走路の２本で運用する。 



11 

５ 持続可能で活力のあるまちづくりに向けた都市基盤の整備について

（財務省、国土交通省） 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇都市の「コンパクト・プラス・ネットワーク」化を促進する連続立体交差事業、街路事業、 

土地区画整理事業、市街地再開発事業などの一体的な都市基盤の整備 

○知立駅付近連続立体交差事業など  名古屋本線 全線高架化に向けた財政支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地再開発事業 

【内容】 

(1) 知立駅付近連続立体交差事業は、豊田市などの自動車産業集積地域と名古屋

駅間の速達化に寄与し、リニア開業効果の広域的な波及も期待される事業であ

り、高架本体工事が最盛期を迎えているため、十分な財政支援をすること。 

(2)  半田駅付近連続立体交差事業は、半田市が進める歴史と文化を活かしたまち

づくりを実現するうえで大変重要な事業であり、全線にわたり進めている高架

本体工事が最盛期を迎えるため、十分な財政支援をすること。 

(3) 県内 11 箇所で進めている県営都市公園の整備については、誰もが安全・安

心に利用でき、魅力あふれる公園となるよう、十分な財政支援をすること。 

特に、本県唯一の天然湖沼を有し、西三河地域で初めての県営都市公園であ

る油ヶ淵水辺公園の第一期整備区域の 2027 年春完成に向け、十分な財政支援

をすること。 

＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

整備後 

12路線 

33路線 

整備前 

鉄道交差道路数 

整備後 

125.5m 

459.5m 

整備前 

鉄道交差道路総幅員 

至 豊田 至 豊橋 

知立駅周辺 

安城知立線 

土地区画整理事業 

知立駅北地区 
市街地再開発事業(完了) 

知立西新地地区 

名古屋本線一部高架化により踏切遮断時間が短縮 
着手前 47 分間 → 一部高架後 38 分間 

名古屋本線 

 

2023年3月 名古屋本線豊橋方面行きを高架化し、 
現在、名古屋方面行きの高架本体構造物を築造中 

知立駅 

名古屋本線 

着手前 

三河線 
(仮線) 

(豊橋方面行) 

(名古屋方面行) 
高架本体工事中 

2023.3 高架切替 

名古屋本線 
(名古屋方面行) 

(仮線) 



12 

○半田駅付近連続立体交差事業など  高架化に向けた財政支援  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇油ヶ淵の貴重な水辺環境を活かした公園整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜水生花園＞ 

第一期整備区域 （周回園路） 

第一期整備区域 

Ｄエリア 

Ａエリア 

Ｃエリア 

油ヶ淵水辺公園 

＜自然ふれあい生態園＞ 

Ｂエリア 

Ｅエリア 

油ヶ淵水辺公園 

県営都市公園11箇所 

竜灯の岬（イメージ） 竜灯の岬（工事中） 

橋台整備済 

上部工 

橋台(左岸) 

長田川 公園橋（工事中） 

（右岸） 

来園者数 30 万人 

21 万人 

整備前（2022） 整備後（2024） 

ぶらリン広場整備効果 

第一期整備区域完成に向けた財政支援 

知多半田駅前 
土地区画整理事業(完了) 

JR半田駅前 
土地区画整理事業 

連立事業に併せ、市の土地区画整理事業で
駅前広場や周辺道路を整備 

半田駅 

駅前広場 

橋脚整備済 

ぶらリン広場 

高架本体(駅部) 

←武豊方面 

(仮駅舎) 
半田駅 

大府・ 

名古屋方面→ 

高架本体構造物の築造が進む駅周辺の整備状況 

一部高本体完成 

高架本体築造中 建築工事に着手 
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＜「リニア大交流圏」の形成＞ 

６ 日本中央回廊の中心を担う大都市圏づくりの推進について 

（財務省、内閣官房、内閣府、総務省、経済産業省、国土交通省） 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（背景） 

○ 東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の流行を通じて、我が国の中枢機能が東京に

過度に集中していることの弊害が明らかになっており、2025 年 6 月 13 日に閣議決定され

た「経済財政運営と改革の基本方針 2025（骨太方針）」においても、東京一極集中の是正

が示されている。将来のリニア中央新幹線の開業によって、一層強い連携が可能となる愛

知、東京、大阪の都市帯で、我が国の中枢機能を適切に役割分担、バックアップできるよ

う、大都市のあり方について検討していく必要がある。 

 

○ 世界では、アジアを中心として新興国が経済成長をリードしている。その中核的な役

割を果たしているのが、上海、シンガポールなどの大都市であり、産業経済、国際金融 

 

【内容】 

(1) デジタル社会への転換など、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、

モノづくりをはじめとしたこの地域の産業が活発に事業を展開し、世界と

の競争に打ち勝つことができるよう、デジタル基盤の整備や規制緩和、国

際的なルールづくりなど、速やかにデジタル時代に対応したビジネス環境

の改善を図ること。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の流行により顕在化した人口の過密リスク

や、大規模災害が想定、危惧される等の課題を踏まえ、東京への一極集中

を是正し、三大都市地域が一体となって我が国の中枢機能を適切に分担、

バックアップできる多核連携型の国土構造の構築などに向け、必要な措置

を講じること。とりわけ、この愛知・名古屋が適切な役割を果たせるよう、

リニア中央新幹線の早期整備、名古屋港の整備、広域道路ネットワークの

整備、中部国際空港の第二滑走路の整備を始めとする機能強化など、必要

な社会資本整備の充実強化を図ること。また、国土形成計画に基づき、我

が国の経済を牽引していく成長エンジンである当地域について、適切に整

備を推進すること。 

(3) 大都市地域がその役割を果たすため、広域行政機能を強化し、独自の施

策を柔軟・迅速に展開することができるよう、国からの大幅な権限、税財

源の移譲を進め、行財政面、立法面における大都市地域の自立性の一層の

向上を図ること。 
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など経済の各分野はもちろん、国際観光、高度な人材供給など、幅広い分野で存在感を発

揮している。世界的に見ても、大都市はこれからの成長エンジンとして、これまでにも増

して重要になってきており、適切な大都市政策を展開していくことが不可欠である。 

 

○ リニア中央新幹線の東京-名古屋間の開業により、首都圏から中京圏に及ぶ人口 5千万

人規模の大交流圏が誕生するとともに、リニア中央新幹線が全線開業することで、三大

都市圏を結び、多様な自然や文化を有する地域を内包する、世界に類を見ない魅力的な

経済集積圏である日本中央回廊の形成が期待されている。本県では、名古屋を中心とし

た 80〜100km 圏を「中京大都市圏」と位置づけ、日本中央回廊の中心として、北陸圏等

にも後背圏を広げながら、世界中から人・モノ・カネ・情報が集まり、首都圏が持つ社会

経済的な機能を代替しうる中京大都市圏の実現を目指している。また、国土形成計画（中

部圏広域地方計画）においても、中京大都市圏を「世界から、ヒト、モノ、カネ、情報を

一層呼び込むことができる世界のイノベーションセンターへと変革させていく」との方

針が示されている。 

 

○ 本県では、このような大都市圏像を実現していくため、国からの権限・財源の移譲を

求めるとともに、中心都市である名古屋市とも方向性を合わせて、自立する大都市圏と

しての機能強化を進めている。 

 

（ 参 考 ）中京大都市圏のイメージ  

 

リニア中央新幹線 

東海道新幹線 

 


